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（様式２－２）

担当者名 小倉、澤田 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◇地域の課題、基礎データ等

　南区永田東に存する「登り窯等遺構」は、大正13年に築造され、横浜３陶人の一人である井上良斎（三代）氏により、輸
出品である戦前陶磁器の製作に使用された近代の産業遺産です。この登り窯等遺構と井上良斎(三代)氏の作品は、親族が、
所有・保存をしています。
　井上良斎（三代）氏は、戦前から戦後にかけて、横浜の地で作陶活動をしており、昭和28年に第一回横浜文化賞を受賞、
昭和34年に芸術院賞受賞、昭和41年に芸術院会員となっています。

　平成12年に南永田山王台連合町内会地区の役員が中心となり、「登り窯と永田の自然を守る会（以下、「守る会」とい
う。）」を発足、「登り窯とその周囲に残る自然を守る活動を通じて、活気あるまちづくりに寄与する」ことを目的とし
て、作陶活動や自然観察などを定期的に行っています。
　平成19年には「ヨコハマ市民まち普請事業」によりビオトープが整備されました。
 一方で、所有者や守る会のメンバーの高齢化に伴い、これまで活発だった守る会の活動が、現在は困難になってきていま
す。このため、令和４年２月から「南区ちょこっとコーディネーター派遣」をスタートし、守る会の活動の支援を行ってい
ます。
　≪守る会の活動実績等≫
　会員数　:平成12年の発足時63名、令和３年で36名（最大で約150名が登録）
　活動内容:【現在】陶芸教室(隔月1回)、竹細工製作(毎月1回)、二ホンタンポポの保存活動、小学校による窯場見学

【過去】郷土史研究、ビオトープでのホタルの飼育活動、観桜会など
　広報活動:会報の発行（現在137号）

　令和４年９月から、井上良斎（三代）氏の作品を評価・保存するための検討を、横浜美術館と神奈川県立歴史博物館の両
館が共同で開始しました。

□１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 ■３　地区担当制 ■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート □６　区民要望 □７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

・「登り窯等遺構」及びその周囲に残る自然について残していきたい。
・市へ「登り窯等遺構」と土地を無償で寄付したい。それが難しいのであれば、保存していくための方法について相談に
のってほしい。
・現在所有している井上良斎（三代）の作品を、美術館や博物館等の公的機関に寄贈したい。

◇提案内容・概算額等

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置付けられているものはその旨記載してください。

平成17年度  ：「登り窯等遺構」の覆い屋根修復工事等を実施。
平成27年度  ：所有者から南区へ「登り窯等遺構」の寄付の要望を受け、各局(環境創造局、教育委員会事務局、都市

   整備局）に照会。本市における寄付の受け入れは不可と所有者へ回答。
令和３年度～：「南区ちょこっとコーディネーター派遣」スタート。

　横浜美術館と神奈川県立歴史博物館による作品の価値を評価する取組がスタートしたこの時期に、当該遺構の本市におけ
る歴史的・文化的価値の検証され、価値を有するものとされれば、地域活動の活性化に向けた大きな後押しとなります。ま
た、魅力的な地域資源のひとつとして区による発信の強化が可能です。
　このため、以下を提案します。

【提案】
　「登り窯等遺構が、本市の歴史的建造物（登録・認定）や文化財、又はこれらに相当するものの価値を有するかの検証」
を提案します。
　歴史的・文化的価値が検証され、価値を有するものとされた場合、魅力的な地域資源として発信を強化するともに、中長
期的な取組として、保全・活用等の可能性を高める支援策の検討を、局と連携して進めたいと考えます。
《支援策（例）》

・歴史的・文化的価値の発信等を行うなど、地域で新たな担い手を呼び込む取組
・企業等との連携による当該地の利活用の可能性の検討
・歴史的建造物・文化財に対する本市の支援制度の適用等について検討

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 都市整備局都市デザイン室、教育委員会事務局生涯学習文化財課

令和５年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 区政推進課

341-1233

都市整備局、教育委員会事務局

提案種別

制度関連

新規

項 目

◇地域ニーズ等の収集手段

1 南区の近代の産業遺産である「登り窯等遺構」の歴史・文化的価値の検証



◆局回答内容

担当者名 岡部 TEL

担当者名 三瀬 TEL

対応する

対応の有無

671-2023

対応の有無

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合 　今後、地域における保全活用検討が区において進められる中で、必要が生じた場合には適宜歴史的
価値等の調査等を実施します。

都市整備局 都市デザイン室

◇対応の内容

対応する場合
◇対応の内容

　今後、地域における保全活用検討が区において進められる中で、必要が生じた場合には適宜歴史的
価値等の調査等を実施します。

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

教育委員会事務局 生涯学習文化財課

671-3284

対応する



（様式２－２）

担当者名 長船・栗田 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 吉村・本田 TEL 671-2786

対応の有無

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合
　整備を行うための予算を計上します。（街路樹管理事業：施設課）

道路局 施設課

◇対応の内容

提案種別

予算関連

３年

項 目

◇地域ニーズ等の収集手段

2 大岡川プロムナードの桜の更新

令和５年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 区政推進課、南土木事務所

341-1232・1107

道路局

対応する

◇地域の課題、基礎データ等

　南区のシンボルである大岡川プロムナードは、古くから区民の皆様に愛されている桜の名所であり、近年では各メディアに
も取り上げられ、区外からの観光客も訪れる賑わいの中心となってきました。
　しかし、桜の根上がりを主な原因とする舗装の持ち上がりにより通行に支障をきたしていた場所が数多くあり、加えて、桜
並木の半数以上が老朽化による倒木のおそれがあったことなども踏まえ、平成20年度より「プロムナード再整備基本計画」に
基づき再整備を行ってきました。
　プロムナード全体の再整備工事は令和２年度に終了しましたが、再整備工事着手から既に10年近くが経過しているため、当
時は状態に問題がなかった桜においても、伐採等の対応が必要になっています。平成28年度に実施したプロムナードの桜460
本の樹木診断では、114本の桜に異常が見られ、引き続き観察が必要と判定されました。
　大岡川プロムナードの魅力的な景観を維持するためにも、これらの場所について順次植替えが必要な状況です。

■１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 ■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート ■６　区民要望 ■７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

・伐採後の桜の切り株が残っているのを、新しい桜に植え替えてほしい。
・プロムナードの歩道が桜の根で持ち上げられ、凹凸があるのを整備してほしい。
・キノコの付着や、幹の空洞が見られる桜がある。

◇提案内容・概算額等

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置付けられているものはその旨記載してください。

●横浜市都市計画マスタープラン・南区プラン「引き継がれた地域資源を生かし、地域の魅力を育む」
●大岡川プロムナード再整備
・南区さくら・保全活用計画策定（平成17年度）
・プロムナード再整備基本計画策定（平成18年度）
・プロムナード再整備工事（平成20年度～令和２年度）
●令和４年度南区運営方針　「賑わい」

●環境創造局・道路局：大岡川プロムナードにおける桜の更新費用　約■■■千円
＜大岡川プロムナード(与七橋～太田橋)における桜の更新費＞

・高木植樹・植栽桝整備■■■千円/本×10＝約■■■千円
＊予算取りまとめは道路局(施設課)が担当

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 道路局施設課



（様式２－２）

担当者名 伊熊 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 村田 TEL 671-3442

対応の有無

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合
　令和４年度中に用地買収の見込みであり、取得後、整備に向けての調整を進めていきます。

環境創造局　 緑地保全推進課、公園緑地整備課

◇対応の内容

提案種別

予算関連

新規

項 目

◇地域ニーズ等の収集手段

3 六ツ川中央公園拡張部の整備促進

令和５年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 南土木事務所

341-1108

環境創造局

対応する

◇地域の課題、基礎データ等

　六ツ川中央公園は平成８年３月に公開された近隣公園です。公園中央部に未買収用地（約1,500㎡）があることから、大変
利用しにくい形状となっており、連合町内会や地元自治会などから用地買収とその後の整備を要望されています。

【基礎データ】
公園種別　近隣公園
使用面積　23,838㎡
公開年月日　平成８年３月25日

■１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート □６　区民要望 □７　関係団体からの要望
■８　その他（六ツ川地区連合町内会、内手自治会からの要望）

◇区民からの具体的な要望

・未買収用地を早期に買収し、公園として整備してほしい。
・地形の関係で広場が狭い公園なので、買収用地は広場として整備してほしい。
・未買収用地の管理がされていないので草が伸び放題で火事などの心配がある。

◇提案内容・概算額等

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置付けられているものはその旨記載してください。

　当該用地の買収については、継続して環境創造局に要望しており、昨年度も「対応する」として回答を受けています。

　買収及び整備予算を確保し、既公開部分と一体となった整備を速やかに実施してもらいたい。

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 環境創造局緑地保全推進課、公園緑地整備課



（様式２－２）

担当者名 大塚、増田 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 吉村・本田 TEL 671-2786

対応の有無

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合
　整備を行うための予算を計上します。（街路樹管理事業：施設課）

道路局 施設課

◇対応の内容

提案種別

予算関連

７年以上

項 目

◇地域ニーズ等の収集手段

4 中村川沿いの環境整備

令和５年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 土木事務所

341-1107

道路局

対応する

◇地域の課題、基礎データ等
　横浜市では、超高齢社会を迎え、中期４か年計画の戦略３『超高齢社会への挑戦』の政策15「健康づくりと健康危機
管理などによる市民の安心確保」において、「継続的に取り組める健康づくりの推進」を進めることとしており、市民
の健康増進や外出意欲向上に資する歩行空間の整備を進める「健康みちづくり推進事業」に取り組んでいます。南区内
においても、平成27年度から大岡川プロムナードにおいて、歩きやすい歩行空間となるよう歩道の再整備や休憩施設の
設置等を進めてきました。さらに、中村川沿いの道路は、西区、南区および中区に跨る「健康みちづくりルート広域
版」として設定されており、楽しみながら健康づくりに取り組むことのできる場をさらに創出していくことが求められ
ています。
　一方で、中村川沿いの植栽帯では、植樹帯の隙間にごみを不法に廃棄されるケースが多くみられ、ごみを捨てられな
いような対策について区民から要望を受けています。これまで、土木事務所では、注意看板の設置等による対策を行っ
てきましたが、ごみは減らず、植栽帯の補植等により、ごみを捨てられないようにする環境整備が必要です。

■１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート ■６　区民要望 ■７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望
・楽しく健康づくりできるような歩行空間を整備してほしい。
・道路や植栽帯に多くのごみが不法投棄されており、捨てられないようにしてほしい。
・ハマロードサポーターが清掃協力しているが、ゴミ量が多く、その処理等に苦慮している。
・首都高速道路の桁下が暗いので、環境改善してほしい。

◇提案内容・概算額等

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置付けられているものはその旨記載してください。

・健康みちづくりルート広域版（中村川沿い道路等）は概略設計(平成30年度)、整備工事（令和２年度～）
・ごみの回収の実施
・ごみ廃棄禁止の看板、フェンスの設置

中村川沿いの環境整備を進める
・街路樹補植事業費の確実な予算化

【令和５年度】
　補植工事費　■■■千円

【令和５年度以降】
　道路整備（植栽帯補植）
＊予算取りまとめは道路局(施設課)が担当
◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 道路局施設課



（様式２－２）

担当者名 田中 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 坪井 TEL

対応する

◇地域の課題、基礎データ等
　本市が実施しているがん検診については、「健康増進法に基づく検診等の受診者負担に関する要綱」に基づき、「市
民税・県民税の所得割額及び均等割額が課税されていない世帯に属する者」または「市民税・県民税の均等割額のみが
課税されている世帯に属する者」に該当する場合、窓口申請により受診者負担が免除となります。手続きの際、申請書
とあわせて世帯全員の「申請日が属する年度の前年度の課税状況を証明できる書類（課税（非課税）証明書）」の添付
が必要となり、申請者は、福祉保健課窓口と税務課窓口を往復し手続きを行うことになります。
　複数の窓口で手続きが必要となり、また時間もかかることで市民の負担が生じています。

【がん検診減免確認書発行人数（発行件数）】（南区）
・令和３年度　221人（603件）　・令和２年度　342人（1,395件）　・令和元年度　275人（811件）

■１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート □６　区民要望 □７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

　減免手続きをするには、福祉保健課で検診受診者負担免除の申請後、税務課にて添付書類（課税（非課税）証明書）
を入手し、これらの証明書を提出するために再度福祉保健課に戻る必要があります。窓口を往復する必要があり、利便
性に欠けています。

◇提案内容・概算額等

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置付けられているものはその旨記載してください。

〇「福祉保健システム」を利用した課税状況の確認【健康福祉局保健事業課】
・同システム上にある世帯の税情報を福祉保健課で確認することにより、検診受診者は、課税証明発行窓口での

手続きが不要となります。これにより、市民の利便性が向上するとともに、担当課（福祉保健課・税務課）の
事務負担が軽減されると考えます。

・システムを利用して税情報を確認する際には、「検診受診者負担免除対象申請書」に本人同意欄を設けます。

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 健康福祉局保健事業課

令和５年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 福祉保健課

341-1185

健康福祉局
14区（鶴見区、神奈川区、西区、保土ケ谷区、
旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉
区、都筑区、栄区、泉区、瀬谷区）

提案種別

制度関連

新規

項 目

◇地域ニーズ等の収集手段

5 福祉保健システムを利用したがん検診の検診料免除手続きの実施

671-2453

対応の有無

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合 　福祉保健システムを利用した税情報の照会について、財政局税務課と調整の上、対応します
（令和５年度予定）。

健康福祉局 保健事業課

◇対応の内容



（様式２－２）

担当者名 貞廣 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

提案種別

予算・制度関連

新規

項　　　　　　　目

◇地域ニーズ等の収集手段

6 地域の災害時要援護者支援の取組推進に向けた支援

令和５年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 高齢・障害支援課

341-1136

健康福祉局、市民局
７区（鶴見区、中区、保土ケ谷区（一部）、旭区（一
部）、磯子区（一部）、緑区（一部）、栄区（一部））

◇地域の課題、基礎データ等

　東日本大震災において高齢者や障害者が多数犠牲になったことを教訓に、平成25年６月に災害対策基本法が改正され、市町村
による名簿作成の義務と自治会等自主防災組織への名簿の提供について規定されました。
　本市では、これを受けて震災対策条例等を改正し、より多くの要援護者の情報提供を進めるための情報共有方式の導入など、
名簿提供の取組を進めてきました。
　南区においても平成26年度以降様々な形で地域へ働きかけを行い、令和３年度末時点で205の自治会の内８割を超える166の自
治会と協定を締結し、全要援護者の半数にあたる6,242人の情報を提供しており、名簿提供者数及び情報共有方式による名簿提
供率は18区中最も高くなっています。
　一方で、名簿の提供を行ってもその情報を活用した具体的な災害時に備えた取組が進まないことが大きな課題となっていま
す。
　南区では、平成28年度以降繰り返しアンケートを実施しているが、取組を進める上での課題として、①取組の進め方に関する
不安や情報不足　②担い手の不足　③名簿受領手続きや個人情報の取扱いの難しさ等があげられています。窓口での相談や説明
会等においても同様の意見が多数寄せられており、一部の自治会では、一端締結した協定を破棄する状況も発生しています。ま
た、未だ名簿の提供が行われていない自治会からも同様の理由で受け取りを拒否しているところが多い状況です。
 令和３年度からは、近年台風や大雨といった大規模な水害が繰り返し発生し多くの高齢者等が犠牲となったことを受け、災害
対策基本法が改正され、要援護者の個別避難計画の作成が地方自治体の努力義務として規定されました。現在モデル事業とし
て、風水害を想定して対象者や地域を限定した検証が行われていますが、今後震災を想定してより多くの要援護者を対象に真に
実効的な避難が行われるようにしていくには共助の取組が不可欠であり、地域への名簿提供のさらなる推進とともに、地域にお
ける具体的な取組が進むよう、一層の支援が求められていると考えます。

　　　■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
　　　■５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
　　　□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望
○自分の地域でどんな取組を行っていいのは分からないため、他の地域で行われている取組事例や専門家のアドバイスを受けた
い。
○名簿の情報をより多くの自治会役員等と共有したい。
○様々な届け出が必要であることが煩雑で支援者全員への理解・周知が困難。
○名簿の情報をデータで管理したい。

◇提案内容・概算額等

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置付けられているものはその旨記載してください。

○全自治会町内会を対象とした説明会、取組を進めている自治会町内会による発表会、専門家による講演会等の実施。
（説明会、発表会は毎年（コロナにより令和２年度、令和３年度は中止）、講演会は平成28年度実施、令和４年度実施）
○全自治会町内会を対象としたアンケートの実施。（平成28年度以降毎年）
○複数に分かれている各種届出様式をまとめるなどの手続きの簡素化。
○データ化に関しては協定書で原則禁止と規定されている。区と協議することで可能となっているが、こちらについても手続き
の煩雑さから、取組をためらう自治会が多い状況となっています。
○区主催の要援護者支援に特化した個人情報保護研修実施（全体、個別）。DVD等の研修ツールの提供。

　これまで上記のような取組を進めてきたが、地域の理解を得ながらより一層取組を進めていくために、アンケート等で多くの
地域から課題として挙げられた項目のうち、①取組方法についての周知　②個人情報の取り扱いについて、それぞれ次の通り提
案します。
①取組み方法の周知
・取組を始めたい、取組を始めたがうまく進まないといった地域を対象としたアドバイザー派遣事業の実施
　@■■■円×３時間(１派遣あたり）×５団体＝■■■円×５区(希望する区)
・令和２年度に作成された活動事例集について、事例の追加等さらなる内容の充実
　現在の事例集は当区の事例を含め全市で５事例のみであるため、地域特性や取組の進捗等に応じ多様な取組を共有する必要が
あります。
　特に、取組をより広げていくためにも、少ない担い手でできる範囲で行っているような事例も積極的に紹介してほしいと考え
ます。
　（当区だけでも複数の事例を提供可能です。）
②個人情報取り扱いに関する地域の負担軽減
　地域に提供する要援護者名簿に関する個人情報の取扱いについては、名簿の提供にあたって地域と締結する協定書に定められ
ているが、その内容が取組を進める上で大きな課題となっていることがアンケート結果等から明らかになっています。平成29年
度の個人情報保護法の改正により、自治会等が取り扱う個人情報も新たに法の対象となったことなど状況の変化を踏まえ、地域
において要援護者支援の取組がさらに進むよう、改めて法令や国の指針等に基づき、個人情報の取扱いについて地域の負担軽減
が必要です。
（提案内容）
　○情報管理者・取扱者届出、個人情報保護研修実施報告、保管場所・方法届出等の取扱いの変更
　○名簿のデータ化原則禁止の見直し

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 健康福祉局福祉保健課



◆局回答内容

担当者名 村尾、中村 TEL 671-4056

対応の有無

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合

　アドバイザー派遣については、引き続き地域での取組が進むよう必要な範囲で区配予算に予算を計上
していきます。各区の事例については区の協力を得ながら、先進的な事例の情報交換ができるように検
討していきます。
　また、令和４年４月の個人情報保護法の改正に伴い、名簿に伴う個人情報の取扱いの見直しが必要だ
と考えています。年々個人情報の取扱いに関して厳しい制限がかかる中、名簿等を活用した支援に取組
む自主防災組織の方々に必要な手続きを効率化できる様に検討していきます。

健康福祉局 福祉保健課

◇対応の内容

対応する



（様式２－２）

担当者名 杉崎 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 東 TEL

対応する

◇地域の課題、基礎データ等

　地域子育て支援拠点は、地域の身近な集える場所での気軽な相談先１位（※）になっており、地域における子育て支
援の中核として機能を十分に発揮するため、南区地域子育て支援拠点の分割設置の解消に向けて検討・整備を進める必
要があります。
※横浜市子ども・子育て支援事業計画策定に向けた利用ニーズ把握のための調査(平成30年度）。
（主な理由）
・南区地域子育て支援拠点は、平成19年度に開設していますが、平成24年度から「交流スペース」と「サポートルーム
（事務所、研修室）」を切り離した分割設置により、スタッフも２か所に分かれているため、300ｍ離れた距離を往復し
ています。（18区のうち南区のみ）。
・２か所運営により、スタッフ間の連携、情報の集約・管理及び危機管理対応などに課題が生じています。
・支援が必要な家庭も多いなか、専門スタッフは専用電話があるサポートルームに常駐しているため、対面での相談が
入るたびに駆けつける必要があり、お待たせすることで、タイムリーな相談に支障をきたしています。
・現施設整備後10年が経過しており、「サポートルーム（事務所、研修室）」は築30年経過のマンションのため、老朽
化してきています。
・地域子育て支援拠点に適した物件（約300㎡）について、区内で情報収集をしています。

◎南区地域子育て支援拠点「はぐはぐの樹」(運営法人:NPO法人さくらザウルス)。現在第４期（令和４年度～令和８年
度）。

①交流スペース ：弘明寺町158カルムⅠ ２階
②サポートルーム（事務所、研修室）：通町4-115アイルイン弘明寺 ２階
①と②の距離：約300ｍ（徒歩約５分）

□１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート ■６　区民要望 ■７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

・２か所あるため、どちらの場所でやっているか分かりにくいです。
・交流スペースに研修室が併設されていれば、多様なプログラムを企画・実施しやすいです。
・安定的に運営を行っていくため、１か所に集約してほしいです。
・会話の流れから相談ごとをキャッチし、相談につなげられる落ち着いた場所が交流スペースに確保できません。
・個別相談の増加に対し、個人情報に配慮し、安心して相談できる場所がほしいです。
・一時預かりなど新たなニーズ等へ対応したくても現状では難しいため、１か所に集約してほしいです。

◇提案内容・概算額等

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置付けられているものはその旨記載してください。

　南区運営方針：目標達成に向けた施策（重点分野の事業）「こども」
　南区地域子育て支援拠点の分割設置解消に向けて、課題や現状及び適した物件を探し、局に報告・相談してきまし
た。

　南区地域子育て支援拠点の分割設置解消に向けて、再開発などのまちづくりの機会を捉え、交通利便性や子育て世代
の利用に適した物件の確保や課題の整理等について、区局で検討を進めていきます。
　また、今後、検討が進んだ際は、「横浜市地域子育て支援拠点事業実施施設整備補助金交付要綱」の活用など、予算
の確保に向けて検討をお願いします。

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 こども青少年局地域子育て支援課

令和５年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 こども家庭支援課

341-1148

こども青少年局

提案種別

制度関連

新規

項 目

◇地域ニーズ等の収集手段

7 南区地域子育て支援拠点の分割設置解消に向けた検討

671-4157

対応の有無

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合
　南区地域子育て支援拠点の分割設置の課題解決に向けて、引き続き区局で検討を行います。

こども青少年局 地域子育て支援課

◇対応の内容
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